
▮対象となる施設

知
っていますか？

① 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入
居者※１に対して行う飲食料品の提供

② サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該
サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

③ 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※２に対して
学校給食として行う飲食料品の提供

④ 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全
て※２に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

⑤ 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全
て※２に対して学校給食として行う飲食料品の提供

⑥ 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※２に対して学校給食に準じて
行う飲食料品の提供

⑦ 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対
して行う飲食料品の提供

※１ 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られます

※２ アレルギーなどの個別事情により全ての幼児、児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減
税率の適用対象となります

同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額（税抜）の上限
が以下のとおり変更となります

← ここは変わりません

▮金額基準

令和６年６月 令和７年４月 令和８年６月１日

一食7 3 0 円
以下

一日累計2,190円

まで

（令和８年３月）

← ここが変わります

一食６４０円

一日累計1,920円

まで

以下

一食６９０円

一日累計2,070円

まで

以下

４段階案（補佐後）

一食６７０円

一日累計2,010円

まで

以下

令和元年10月

特定の施設において行う一定の金額以下の飲食料品の

提供については、軽減税率の適用対象となります

消費税の軽減税率の対象となる

給食の金額基準が変わります！６月説を反映
（２月16日）

２月中の公表は無理な
ので、いったん●に戻
しています。
⇒3/5 急遽告示が官報
掲載されたため３月掲
載
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